
令和３年

第２０回 教 育 委 員 会 会 議

議案第３８号

秋田県教育委員会



議案第㸱㸶号

令和４年度秋田県立高等学校教科用図書の㏣ຍ採択について

次のとおり令和４年度秋田県立高等学校教科用図書を㏣ຍ採択するものとする。

令和４年度使用 県立高等学校教科用図書㏣ຍ採択（案）

（高等学校用教科書第２部）（別添）

令和３年㸯㸰月㸰㸱日提出

秋田県教育委員会教育長 安 田 浩 幸

理 由

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２１条第６号の規定により、令

和４年度の秋田県立高等学校教科用図書を採択する必要がある。これが、この

議案を提出する理由である。
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県立高等学校教科用図書採択のための組織及び手続きの流れ

県 教 育 委 員 会

（採択方針）

（審 査）

（決 定）

高等学校教科書調査研究委員会

（高校教育課）

（調査・研究・報告）

採択希望 指導・助言

高等学校

教科書調査研究委員会

・教頭（委員長）、各教科主任で構成
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議案第３８号参考資料

県立高等学校における教科用図書採択の流れについて

令和３年１２月２３日

高  校  教  育  課

１ 高校教育課に「高等学校教科書調査研究委員会」を組織し、各教科用図書の内

容等に関する資料を作成する。

２ ６月２１日、高校教育課から各校に対し 「教科書調査研究委員会」を設置す、

、 、 。るとともに 採択希望教科書を選定し ７月１３日までに提出するよう指示する

※教科書調査研究委員会

・教頭を委員長とし、各教科主任等で構成する。

・教科書等の編著作に関与した者及び教科書会社に三親等以内の親族が勤

務している者は委員としない。

※採択希望教科書

、 、 。・生徒の実態 希望の理由 昨年度使用教科書の感想・意見等を明記する

・選定に際しては、公正確保に努めるとともに、教科書発行者の宣伝行為

等による影響によって左右されないようにする。

３ 「高等学校教科書調査研究委員会」において、各校から提出された資料に基づ

き、各校の教育目標や教育課程との適合性・整合性等について確認する。必要に

応じて指導・助言を行う。
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（凡例）

学校番号 高等学校名 国語総合 国語表現 ～ 世界史Ａ ～

1 花　輪 第一３６０ 清水３１３

2 十和田 大修館３４７ 山川３１５

3 小　坂 三省堂３３９ 大修館３０７ 東書３１０

䫻

令和４年度使用
県立高等学校教科用図書追加採択（案）

  （高等学校用教科書第２部）

国語 地歴公民

「国語総合」「国語表現」「世界史Ａ」：科目名

「第一」「大修館」「三省堂」「清水」「山川」「東書」：発行者の略称

（第一学習社・大修館書店・三省堂・清水書院・山川出版社・東京書籍）

「３６０」「３４７」「３３９」「３０７」「３１３」「３１５」「３１０」：教科書の番号

第２部　現行の学習指導要領（平成２１年文部科学省告示第３４号）に基づいて編集された文部科学
省検定済教科書

高 校 教 育 課
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学校番号 高等学校名

30 仁賀保

情報

令和４年度

専門

実教３０６
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（凡例）

～
令和４年度 令和３年度 令和４年度 令和３年度

1 花　輪 第一３６０ 第一３６０

2 十和田 大修館３４７ 大修館３４７

3 小　坂 三省堂３３９ 三省堂３３９ 大修館３０７ 大修館３０７

䫻

高 校 教 育 課

  （高等学校用教科書第２部）

新旧対照表

学校番号 高等学校名
国語

国語総合 国語表現

「国語総合」「国語表現」：科目名

「第一」「大修館」「三省堂」：発行者の略称

（第一学習社・大修館書店・三省堂）

「３６０」「３４７」「３３９」「３０７」：教科書の番号

第２部　現行の学習指導要領（平成２１年文部科学省告示第３４号）に基づいて編集された文部科学
省検定済教科書

令和４年度使用

県立高等学校教科用図書追加採択（案）
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学校番号 高等学校名
令和４年度 令和３年度 令和４年度 令和３年度 令和４年度 令和３年度

実教３０６

情報

30 仁賀保
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